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横浜市障害児等の保育・教育実施要綱 

 

制   定 平成 27 年４月１日 こ保運 第 3729 号 （局長決裁） 

最近改正 令和８年３月 31 日 こ保支 第 2449 号 （局長決裁） 

                               

 （目的） 

第１条 この要綱は、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号。以下「法」という。）

第 27条に基づき施設型給付費の支給にかかる施設として確認する教育・保育施設（以下「特

定教育・保育施設」という。）及び法第 29条第１項に基づく地域型保育給付費の支給にかか

る事業を行うものとして確認する地域型保育を行う事業者（居宅訪問型保育を行う事業者を

除く。以下「特定地域型保育事業者」という。）において、法第 27 条、法第 29 条及び児童

福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「児福法」という。）第 24 条の規定に基づき保育教

育の提供を受ける児童又は入所委託による措置に係る児童で、心身に障害のある児童、医療

的ケアを必要とする児童及び虐待が疑われる児童等、個別に支援を必要とする児童の保育教

育の向上及び地域療育センター等関係機関での早期の支援につなげることを目的とし、別に

定めるものを除き、保育教育の実施に必要な事項を定める。 

 

（用語の定義） 

第２条  この要綱における用語の定義は、法の例による。 

 

 （対象児童） 

第３条 この要綱に定める保育教育の実施に係る対象児童は、法第 20 条に規定する支給認定

を受け、市内特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者（以下「施設・事業者」という。）

の利用又は措置により保育教育の提供を受ける児童で、次の各号のいずれかに該当し、かつ

区福祉保健センター長が認めた児童とする。 

（１）障害児保育教育対象児童 

  施設・事業者を利用又は措置により保育教育の提供を受ける児童で、次のアからエまで

のいずれかに該当する児童 

ア 身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283号）第 15条に定める「身体障害者手帳」

の交付を受けている児童 

イ 療育手帳制度要綱（昭和 48 年９月 27 日厚生省発児第 156 号）に定める「療育手

帳」（横浜市における呼称は「愛の手帳」）の交付を受けている児童 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）第 45 条に

定める「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている児童 

エ ア、イ又はウのいずれかと同等程度の障害を有すると、児童相談所、横浜市障害者

更生相談所、横浜市総合リハビリテーションセンター、横浜市地域療育センター、

小児療育センター、神奈川県立こども医療センター、横浜市立病院及び地域中核

病院等の機関（以下「判定機関等」という。）の診断等（以下「診断等」という。）

により、区福祉保健センター長が特に認めた児童 

（２）個別支援保育教育対象児童 

施設・事業者を利用又は措置により保育教育の提供を受ける児童で、診断等を受けてい

ないが、次のア又はイのいずれかに該当する児童 
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ア 次の各号のすべてに該当する児童 

   (ア) 横浜市地域療育センター又は横浜市総合リハビリテーションセンター等の

療育機関を利用している児童又は利用する予定がある児童 

   (イ) この要綱による障害認定を受けていない児童 

   (ウ) 集団保育において個別に支援が必要であると区福祉保健センター長が認め

た児童 

イ ア以外の児童で、区福祉保健センターでの心理相談を利用する等の専門職による

関わりがあり、集団において保育士加配が必要と区福祉保健センター長が必要性

を特に認めた児童 

（３）被虐待児保育教育対象児童 

 施設・事業者を利用又は措置により保育教育の提供を受ける児童で、必要に応じて児童

相談所と協議を行い、次の各号のすべてに該当すると区福祉保健センター長が特に認めた

児童 

ア 虐待がある又は虐待が疑われ、保護者等と対象児童を日中に分離すること等によ

り、虐待の重篤化を防止することが期待できる児童 

イ 日々の状況を把握することが必要な児童 

ウ 保護者対応や当該児童の状況により、保育士等の加配がないと特定教育・保育施

設での円滑な運営に支障が生じる恐れがある児童 

（４）医療的ケア対象児童 

施設・事業者を利用又は措置により保育教育の提供を受ける児童で、経管栄養、吸引、

導尿等の医療的ケアが必要な児童で、ほかに重篤な症状がなく、集団での保育教育が可能

であると区福祉保健センター長が認めた児童 

 

（必要書類） 

第４条 第３条各号に規定する対象児童の認定及び同条第１号及び第２号に規定する対象児

童に対する保育士等の加配の区分（以下「加配区分」という。）の認定及び変更に必要な

書類は次のとおりとする。 

（１）障害児保育教育対象児童 

ア 身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい

る児童はその写し 

イ 児童状況書＜保護者用＞第１号様式 

ウ 児童状況確認書＜施設・事業者用＞【２歳～５歳児クラス用】第２号様式、児童状

況確認書＜施設・事業者用＞【０・１歳児クラス用】第２号様式-２ 

エ 児童意見書・診断書＜判定機関等用＞【１号認定児童用】第３号様式、児童意見書・

診断書＜判定機関等用＞【２・３号認定児童用】第３号様式-２ 

（２）個別支援保育教育対象児童 

ア 児童状況書＜保護者用＞第１号様式 

イ 児童状況確認書＜施設・事業者用＞【２歳～５歳児クラス用】第２号様式、児童状

況確認書＜施設・事業者用＞【０・１歳児クラス用】第２号様式-２ 

ウ 第３条第２号に基づき対象児童の認定及び加配区分の認定を行う場合は、前号エに代

えて個別支援保育教育児童状況確認書【個別支援保育教育対象児童用】第４号様式 

エ その他、区福祉保健センター長が対象児童の認定及び加配区分の認定に必要と認める
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書類 

（３）被虐待児保育教育対象児童 

ア 児童状況確認書【被虐待児保育教育対象児童用】第５号様式 

イ その他、区福祉保健センター長が対象児童の認定及び加配区分の認定に必要と認める

書類 

（４）医療的ケア対象児童 

ア 医療的ケア児童状況書 第１号様式－２＜保護者用＞ 

イ 医療的ケア依頼書 第６号様式 

ウ 医療的ケア主治医意見書（兼診療情報提供書）・指示書 第７号様式 

エ 医療的ケア実施（変更）届 第８号様式 

オ その他、区福祉保健センター長が対象児童の認定及び加配区分の認定に必要と認める

書類 

２ 前項第１号のエは、小児療育センター、神奈川県立こども医療センター、横浜市立病院及

び地域中核病院の場合、意見書・診断書に代えて、当該施設が定める心理所見等を記した書

類で代えることができる。また、区福祉保健センター長が認めた場合は、判定機関等以外の

主治医の意見書・診断書で代えることができる。さらに、前項第１号のエは、同号アの提出

がある場合には省略することができる。 

３ 施設・事業者の長からの第３条第１号、第２号及び第４号の対象児童の認定及び加配区分

の認定変更又は取消しの申請は、第１号及び第２号対象児童については「障害児保育教育対

象児童等認定（変更）申請書（第９号様式）」、第４号対象児童については「医療的ケア対象

児童認定（変更）申請書（第 10号様式）」及び「医療的ケア依頼取下げ書（第６号様式-２）」

を区福祉保健センター長に提出するものとする。 

４ 第３条第４号の対象児童の医療的ケアが不要となり、医療的ケア児の認定取消しを行う場

合で、第３条第１号又は第２号に対する保育士等の加配区分の認定を受けるには、施設・事

業者の長が、第４条第１項第１号又は第２号の必要書類を区福祉保健センター長に提出しな

ければならない。 

 

（障害児等保育教育調整会議委員及び医療的ケア児保育教育検討会議委員の意見聴取等） 

第５条 ２号認定児童及び３号認定児童の第３条第１号の対象児童の認定に際し、区福祉保健

センター長は、集団での保育の適性等について専門的な見地での意見・助言を求める場合

に、横浜市障害児等保育教育調整会議委員（以下「調整会議委員」という。）に意見を聴

くことができる。 

区福祉保健センター長は、施設・事業者の利用又は措置などを決定する際に、調整会議

委員の意見を踏まえて決定することができるものとする。 

２ ２号認定児童及び３号認定児童の第３条第４号の対象児童の認定に際し、区福祉保健セン

ター長は、当該児童に安全な保育及び医療的ケアを提供できるか確認するとともに、施設・

事業者が受け入れるにあたって必要な助言を得ることを目的に、医療的ケア児保育・教育

検討会議委員（以下「検討会議委員」という。）から意見を聴くこととする。 

区福祉保健センター長は、施設・事業者の利用又は措置等を決定する際に、検討会議委

員の意見を踏まえて決定することができるものとする。 

３ 第１項及び第２項の意見聴取等については、別に定める要綱による。 
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（対象児童の認定） 

第６条 第３条各号に定める対象児童の認定は、第４条に定める必要書類等の内容を十分に確

認し、保護者が記載した第１号様式又は第１号様式－２、施設・事業者が記載した第２号様

式又は第２号様式－２、判定機関等が記載した第３号様式又は第３号様式－２、第４号様式、

第５号様式、第６号様式、第７号様式、第８号様式に記載された児童の状況や付された意見

に基づき、区福祉保健センター長が認定決定する。 

２ 第３条第１号、第２号及び第４号の対象児童の認定は、原則、保護者からの申出に基づき、

施設・事業者の長からの申請をもって行うものとする。 

なお、２号認定児童及び３号認定児童が新たに施設・事業者の利用を希望する場合又は措

置を受ける場合は、保護者は区福祉保健センター長に申し出ることとし、区福祉保健センタ

ー長は保護者からの申出に基づき、必要書類を確認し、入所前に第３条第１号、第２号の認

定及び加配区分を行い、「障害児保育教育対象児童等加配区分認定（変更）決定通知書（第 11

号様式）」を利用又は入所予定の施設・事業者に通知するものとし、その結果に基づき、施設・

事業者の長は、「障害児保育教育対象児童等認定（変更）申請書（第９号様式）」を区福祉保

健センター長に提出するものとする。 

３ 保護者からの申出を受けた区福祉保健センター長又は施設・事業者の長は、本要綱に定め

る個別に支援を必要とする児童の保育教育内容を十分に説明し、説明を受けた保護者から必

要書類の提出を受けるものとする。この際には、対象児童及び保護者の人権を尊重するよう

配慮しなければならない。 

４ 保護者から提出を受ける必要書類は、第３条第１号及び第２号の認定を受ける場合は、第

４条第１号アに定める手帳の写し、第１号様式及び第３号様式又は第３号様式－２を、第３

条第４号の認定を受ける場合は、第１号様式－２、第６号様式、第７号様式とする。 

５ 保護者が第１号様式又は第１号様式－２を提出することをもって、個別に支援を必要とす

る児童の保育教育の提供に対する同意とする。 

６ 対象児童の認定に際し、第５条に規定する調整会議委員及び検討会議委員に意見を聞き、

意見を踏まえて対象児童の認定決定を行うことができるものとする。 

７ 第３条第３号の対象児童の認定は、虐待が疑われ、児福法第 24 条第５項又は第６項によ

り施設・事業者に入所させる必要があると判断した児童、同法第 24 条第４項と同等の対応

が必要であると認められる２号認定児童及び３号認定児童で施設・事業者を利用する児童又

は１号認定児童で特定教育・保育施設を利用する児童のうち、第３条第３号に該当し、保育

士等の加配による対応が必要と認める場合、保護者及び施設・事業者の長の申請によらず、

対象児童と認定決定するものとする。 

なお、対象児童の認定にあたっては、関係する区福祉保健センター、児童相談所、利用す

る施設・事業者と検討会議等を行い、協議のうえ、居住区の区福祉保健センター長又は施設・

事業者の所在区の区福祉保健センター長が決定するものとする。また、当該児童が利用する

又は措置を受ける期間において、区及び児童相談所間で、児童の状況に応じて検討会議等を

少なくとも３か月に１回行うものとする。 

８ 対象児童の認定決定を行った区福祉保健センター長は、当該児童が利用する又は措置を受

ける施設・事業者の長に対し、第３条第１号及び第２号の対象児童にあっては、「障害児保育

教育対象児童等加配区分認定（変更）決定通知書（第 11号様式）」を、第３条第３号の対象

児童にあっては、「被虐待児保育教育対象児童認定（変更）決定通知書（第 12号様式）」を、

第３条第４号の対象児童にあっては、「医療的ケア対象児童認定（変更）決定通知書（第 13
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号様式）」を通知するものとする。 

９ 第３条第１号及び第２号の対象児童の認定決定の効力は、対象児童の状況に著しい変化が

ない限りは、新たに施設・事業者を利用する又は措置を受ける児童に関しては、利用の開始

日から終了日まで、既に利用している又は措置を受けている児童に関しては、保護者より申

出があった日から利用の終了日とする。ただし、保護者からの申出が何らかの事情で遅くな

った場合で、当該児童に対して個別に支援が必要な児童に対する保育教育の提供を行ってい

たことが書類等で明らかな場合には、個別に支援を開始した日を認定決定の効力の初日とす

ることができる。 

令和６年４月１日以降に第３条第２号として認定した対象児童で、第３条第１号の対象児

童へ認定変更する場合の認定決定の効力は、第３条第２号の対象児童として保護者より申出

があった日から利用の終了日とする。 

第３条第３号の対象児童の認定決定の効力は、区福祉保健センター長が認定した日とし、

認定取消しの効力は、施設・事業者の取消しの申請日を終了日とする。 

第３条第４号の対象児童の認定決定の効力は、新たに施設・事業者を利用する又は措置を

受ける児童に関しては、利用の開始日から終了日まで、既に利用している又は措置を受けて

いる児童に関しては、医療的ケアを開始する日から利用の終了日とする。 

10 前項ただし書きの決定をするにあたり、施設・事業者の長は、区福祉保健センター長の求

めに応じ、その開始日を証明する書類等を提出しなければならない。 

11 対象児童認定を受けた児童が施設・事業者を転園する場合、施設・事業者の運営法人が変

更になった場合、施設・事業種別が変更になった場合、あるいは特定地域型保育事業者の卒

園後、特定教育・保育施設を続けて利用する又は措置を受ける場合は、転園先もしくは新た

に利用する又は措置を受ける施設・事業者の長は、第３条第１号及び第２号対象児童につい

ては第９号様式、第３条第４号対象児童については第 10 号様式を区福祉保健センター長に

提出する。ただし、当該認定を受けた児童の状況が著しく変化していない場合に限り、第４

条に規定する必要書類の提出は省略できるものとし、第６条第９項による認定の効力は、継

続することができるものとする。その場合は、区福祉保健センター長は、保護者の了解を得

て、転園先もしくは新たに利用する又は措置を受ける施設・事業者に、当該児童に係る個別

支援が必要な児童の保育教育の提供について説明及び認定に関わる書類を提供するものと

する。ただし、第３条第３号に規定する認定を受けた児童については、転園もしくは新たに

利用する又は措置を受ける前に、関係する区福祉保健センター、児童相談所及び当該施設・

事業者と検討会議等を行い、協議するものとする。 

12 保育教育の提供や児童の発達に応じ、障害等の状況に明らかに変化があった場合は、区福

祉保健センター長は、保護者からの申出によらず、施設・事業者の長と協議の上、認定の変

更又は取消しができるものとする。認定取消しの決定を行った区福祉保健センター長は、当

該児童が利用する又は措置を受ける施設・事業者の長に対し、第６条第８項に規定する方法

により通知するものとする。なお、取消しの決定をするにあたり、区福祉保健センター長は、

対象児童及び加配区分の認定を受けている児童の状況について、その都度必要に応じて施

設・事業者の長への状況確認と、判定機関等への意見照会をすることができる。 

 

（対象児童認定等に係る意見照会等） 

第７条 判定機関等の長は、保護者又は区福祉保健センターからの照会に対し、第３号様式、

第３号様式－２、第５号様式、第７号様式を作成し、これをもって意見を付すものとする。 
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２ 第３条第１号及び第２号の対象児童の認定における、第３号様式、第３号様式－２は、保

護者の了解を得ている場合に限り、区福祉保健センターから「保育教育児童に関する意見

照会書（第 14 号様式）」により判定機関等に意見照会し、直接区福祉保健センターに提出

を求めることができる。 

３ 前項の規定に関わらず、特別な事情により、保護者からの意見書等がもらえないと区福祉

保健センター長が判断した場合には、区福祉保健センター長から保護者が利用している判定

機関等に対し意見照会を行うことができる。 

４ 第３条第３号に規定する対象児童の認定に係る判定機関等への照会は、区福祉保健センタ

ー長が行うものとする。 

 

（障害児保育教育対象児童等の保育士・教諭の加配区分の認定） 

第８条 区福祉保健センター長が第３条第１号に規定する対象児童と認定した児童に対する

保育士・教諭等（以下「職員等」という。）の加配区分は、対象児童１人に対して職員等

１人、対象児童２人に対して職員等１人、又は対象児童３人に対して職員等１人とし、第

３条第２号に規定する対象児童の加配区分は、個別支援とする。 

２ 第３条第１号に規定する対象児童の加配区分の認定は、次の各号により行う。 

（１）区福祉保健センター長は、第４条第１号アに規定するいずれかの書類が提出された場合

は、「障害児に対する加配区分基準表（別表１）」と照らし合わせ、加配区分の認定を適用

するものとする。また、第４条第１号エに規定する書類も提出された場合は、「障害児に

対する加配区分基準表（別表２－１及び別表２－２）」と照らし合わせ、客観的な判断に

よって加配区分の認定を適用するものとする。 

なお、加配区分の認定は、別表１、別表２－１及び別表２－２それぞれで適用項目によ

る加配区分を確認したのち、別表１、別表２－１、別表２－２を比較し、重い加配区分を

適用するものとする。 

（２）区福祉保健センター長は、第４条第１号アに規定する書類の提出がない場合には、提出

された他の必要書類の内容を「障害児に対する加配区分基準表（別表２－１及び別表２－

２）」と照らし合わせ、客観的な判断によって加配区分又は第３条第２号の認定に適用す

るものとする。 

   なお、加配区分の認定は、別表２－１及び別表２－２それぞれで適用項目による加配区

分を確認したのち、別表２－１と別表２－２を比較し、重い加配区分を適用するものとす

る。 

（３）加配区分の認定決定は、第６条に基づく対象児童の認定時に併せて行うものとする。 

３ 加配区分決定の効力は、第６条第９項、第 10項及び第 11 項の認定決定の効力と同様とす

る。 

 

（被虐待児保育教育対象児童の保育士・教諭の加配区分の認定） 

第９条 区福祉保健センター長が第３条第３号に規定する対象児童と認定した児童に対する

職員等の加配区分は、対象児童１人に対して職員等１人とする。 

２ 加配区分の認定決定は、第６条に基づく対象児童の認定時に併せて行うものとする。 

３ 加配区分決定の効力は、第６条第９項、第 10項及び第 11 項の認定決定の効力と同様とす

る。 

４ 当該児童が利用する又は措置を受けるに際し、関係する区福祉保健センター、児童相談所
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及び当該施設・事業者と検討会議等を行い、役割分担、保育教育における支援計画等を協議

し、認定後は、状況に応じて検討会議等を少なくとも３か月に１回行うものとする。 

 

（医療的ケア対象児童の保育士・教諭の加配区分の認定） 

第 10 条 区福祉保健センター長が第３条第４号に規定する対象児童と認定した児童に対する

職員等の加配区分は、対象児童１人に対して職員等１人とする。 

２ 加配区分の認定決定は、第６条に基づく対象児童の認定時に併せて行うものとする。 

３ 加配区分決定の効力は、第６条第９項、第 10項及び第 11 項の認定決定の効力と同様とす

る。 

４ 第１項で認定した加配区分とは別に、当該対象児童の医療的ケアを実施するため、当該施

設・事業者が医療的ケア対応の看護職員（派遣職員や委託職員も含む）を配置する。 

 

（試行的保育） 

第 11条 ２号認定児童又は３号認定児童で、第３条第１号及び第２号の認定を受ける場合は、

新たに施設・事業者を利用する児童に対して、試行的保育を実施することができる。なお、

試行的保育の実施にあたっては、必要に応じて保護者からの聞き取りを行う。 

２ 保育は必要最少人数で行い、交替で観察するなど児童を刺激しないよう配慮する。  

３ 対象児童の生活習慣を知るために、飲食させることは差し支えないが、衛生面及びアレル

ギーに注意し、必要に応じて保護者からの聞き取りを行うなど配慮する。 

４ 試行的保育を実施した施設・事業者の長は、この結果に基づき第２号様式又は第２号様式

-２を区福祉保健センター長に提出するものとする。 

 

（対象児童の施設・事業者の利用又は措置の決定） 

第 12 条 区福祉保健センター長は、２号認定児童又は３号認定児童で、第３条第１号、第２

号及び第４号の対象となる児童の保護者より申出があった場合に、次のことを行う。なお、

（１）及び（２）については、転園申請の場合は、この限りではない。 

（１）第 11条に規定する試行的保育を実施する施設・事業者との連絡調整 

（２）第３条第２号イの対象児童で療育機関等との関わりがない児童であった場合の、受診機

関や保護者との調整等 

（３）第３条第４号の対象児童にあっては、医療的ケア対応の看護職員（派遣職員や委託職員

も含む）の配置状況の確認 

２ 利用調整に関することは横浜市給付認定及び利用調整に関する基準等の規定に基づき行

うこととする。 

３ 区福祉保健センター長は、対象児童の利用調整結果の通知を、対象児童が利用する又は措

置される施設・事業者の長に送付する。 

４ 対象児童が利用する又は措置される施設・事業者の長は、嘱託医師に連絡の上、当該児童

の健康面での配慮等について指示を仰ぐとともに、第８条、第９条及び第 10 条の規定に基

づく保育士等の加配及び看護職員の加配について留意し、当該児童の保育教育にあたっての

体制を整える。 

 

（児童状況確認書） 

第 13 条 第 11 条の試行的保育の結果及び保育教育提供中の児童の様子や状況に基づき、施



8 

 

設・事業者が、生活習慣や発達の状況を中心に、客観的に第２号様式又は第２号様式－２を

作成する。また、試行的保育の中で把握できないことを理由に、プライバシーや児童の状況

について、過度の聞き取りを行う等必要以上に立ち入らないよう配慮する。 

２ １号認定児童が利用する施設及び既に施設・事業者を利用している２号認定児童及び３号

認定児童については、施設・事業者が、保護者との面談や聞き取り、当該児童の保育教育時

間中の、生活習慣や発達の状況を中心に、客観的に第２号様式又は第２号様式－２を作成す

る。 

３ 保育士等の加配区分に関する意見は、「障害児に対する加配区分基準表（別表１）」又は「障

害児に対する加配区分基準表（別表２－１及び２－２）」に沿って、第２号様式の「集団保

育・教育に対する施設・事業者の所見」及び第２号様式－２の「集団保育に対する施設・事

業者の所見」欄に記入する。 

 

（加配区分による職員等の配置） 

第 14条 施設・事業者は、あらかじめ定められた配置人数に加え、第８条、第９条及び第 10

条の規定により決定した加配区分に従い、次のとおりの対応を行うものとする。 

（１）特定教育・保育施設のうち市町村が設置する保育所は、決定した加配区分に応じた保育

士の配置を行う。 

（２）特定教育・保育施設（市町村が設置するものを除く）及び特定地域型保育事業者は、３

号認定児童に対して、決定した加配区分に応じた人数に相当する保育士の配置等を行うな

どの配慮を行い、個別に支援を必要とする児童の保育を行うこととする。 

（３）特定教育・保育施設（市町村が設置するものを除く）のうち、保育所は、２号認定児童

に対して、決定した加配区分に応じた人数に相当する保育士の配置等を、幼保連携型認定

こども園及び保育所型認定こども園は、２号認定児童に対して、決定した加配区分に応じ

た人数に相当する保育教諭の配置等を行うなどの配慮を行い、個別に支援を必要とする児

童の保育教育を行うこととする。 

（４）特定教育・保育施設（保育所を除く）のうち、幼稚園及び幼保連携型認定こども園及び

保育所型認定こども園以外の認定こども園は、１号認定児童に対して、決定した加配区分

に応じた人数に相当する幼稚園教諭の配置等を、幼保連携型認定こども園は、１号認定児

童に対して、決定した加配区分に応じた人数に相当する保育教諭の配置等を行うなどの配

慮を行い、個別に支援を必要とする児童の保育教育を行うこととする。 

（５）第３条第４号に規定する対象児童に認定された児童が利用する施設・事業者においては、

前各号に定める職員等の加配区分による配置とは別に、医療的ケア対応の看護職員（派遣

職員や委託職員も含む）を配置する。 

（６）横浜市は、別に定める加配区分等に応じた費用を施設・事業者（市町村が設置するもの

を除く）に対し助成を行うものとする。 

 

（施設・事業者での保育教育） 

第 15条 施設・事業者での保育教育においては、次のことを行うこととする。  

（１）障害のある子どもの保育については、他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、

指導計画に位置付けなければならない。また、個別支援計画と個別支援日誌を作成する。 

（２）当該児童の保護者、専門機関及び区福祉保健センターとの連携を十分に図る。 

（３）日常の保育にあたり、嘱託医及び主治医等と連携し、健康面での配慮等について指示を
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あおぐ。また、第３条第４号の対象児童については、必要な医療的ケアに変更がある場合

又は、進級する前には、「医療的ケア依頼書（第６号様式）」及び「医療的ケア主治医意見

書（兼診療情報提供書）・指示書（第７号様式）」の提出を受ける。 

（４）保育の内容や子どもの様子を日々記録し、次の指導計画の作成やカンファレンスに活用

する。 

 

（認定児童の管理） 

第 16条 区福祉保健センター長は、施設・事業者ごとに対象児童を各一覧により管理する。 

（１）障害児保育教育対象児童 認定決定一覧（加配区分認定）第 15 号様式－１ 

（２）個別支援保育教育対象児童 認定決定一覧（加配区分認定）第 15号様式－２ 

（３）被虐待児保育教育対象児童 認定決定一覧 第 15号様式－３ 

（４）医療的ケア対象児童 認定決定一覧 第 15 号様式－４ 

 

 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 27 年４月１日から施行する。 

（旧要綱の廃止） 

２ 横浜市障害児保育事業実施要綱、横浜市特別支援の認定に関する要綱、横浜市児童処遇向

上加算費支給要綱及び横浜市児童処遇向上加算費支給要綱事務取扱要領は廃止とする。 

（経過措置） 

３ この要綱の施行日前の職員の配置及び助成金の支給の取扱については、なお従前の例によ

る。 

４ この要綱の施行の際、現に廃止する前の横浜市障害児保育事業実施要綱、横浜市特別支援

の認定に関する要綱、横浜市児童処遇向上加算費支給要綱及び横浜市児童処遇向上加算費支給

要綱事務取扱要領の規定により作成された様式及びそれに準ずる届出書類並びにそれらに基

づき行われた対象児童及び加配区分の認定については、本要綱の対象児童及び加配区分とみな

し、保育士等の配置及び加算の助成などの行為は、この要綱の相当規定による行為とみなす。 

５ 現に、横浜保育室に入所している２号認定児童及び３号認定児童であって、当該横浜保育

室が特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者のいずれかに移行する場合に限り、附則第

４項と同様の認定等を受けていた児童及び本要綱に準じて認定等を受けた児童については、同

項と同様の取扱とする。 

６ 現に、幼稚園及び認定こども園幼稚園部分に入所している児童で、１号認定児童で引き続

き同施設を利用する児童のうち、「横浜市私立幼稚園特別支援教育補助金交付要綱（平成 13 年

３月教私第 288 号）」第８条により、現に補助金の交付を受けている児童については、本要綱

の対象児童とみなす。なお、加配区分については、本要綱に定めるところにより、新たに加配

区分認定を行うものとする。 

７ 加配区分による職員等の配置について、本要綱第 14 条の規定に関わらず、認定こども園

においては、「横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する条

例（平成 26年９月市第 926号）」の施行日から起算して５年間は、保育士又は幼稚園教諭の配

置によることができるものとする。 
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 附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成 27 年 11 月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成 28 年 10 月３日から施行する。 

 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 29 年 10月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ 現に、横浜保育室に入所している２号認定児童及び３号認定児童であって、当該横浜保育

室が特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者のいずれかに移行する場合に限り、本要綱

に準じて認定等を受けた児童については、本要綱第６条第 11 項と同様の取扱いとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 本要綱施行後１年未満は、旧様式による申請等も可能とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和３年 12 月１日から施行する。 

 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年９月１日から施行し、令和４年４月１日に適用する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の要綱の規定により作成されている様式

書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年３月 31日から施行する。 

 

 



　　　（別表1）障害児に対する加配区分基準表

■身体障害者手帳による加配基準表
　※重複障害の場合は、重い加配区分を適用する。

　※1号認定児童に該当する満３歳児は３歳児クラスの加配区分を適用する。

A（１：１相当） B（２：１相当） C（３：１相当）

肢 体 １・２級 ３・４・５・６・７級

視 覚 １・２級 ３・４・５・６級

聴 覚 ２・３・４・５・６級

音 声 ・ 言 語 ３・４級

内 部 １・２・３・４級

肢 体 １・２級 ３・４級 ５・６・７級

視 覚 １・２級 ３・４級 ５・６級

聴 覚 ２・３・４・５・６級

音 声 ・ 言 語 ３・４級

内 部 １・２・３・４級

C（３：１相当）

B2

■精神障害者保健福祉手帳による加配基準表

※上記三種の手帳所持の加配は、療育機関の意見書省略可。

※別表１、別表２－１及び別表２－２それぞれで適用項目による加配区分を確認したのち、

　別表１、別表２－１、別表２－２を比較し、重い加配区分を適用する。

■愛の手帳（療育手帳）による加配基準表

障害種別
加配区分

0
・
１
・
２
歳
児
ク
ラ
ス

３
・
４
・
５
歳
児
ク
ラ
ス

手帳所持 C（３：１相当）

A（１：１相当） B（２：１相当）

A１、Ａ２ B1



□ ①特に問題なし □ ②指先で小さい物がつまめる □
④つかんだり握ったりすること
ができない

□
⑤手や腕を自力で動かすこと
ができない

□
③指先でつまむことはできな
いが、手を使って大きなものを
つかむことができる

※ ０・１歳児クラスは除く

□ ①特に問題なし □
②歩行はできるが一部介助が
必要

□
③歩行はできないが室内は自
力移動できる

□
④自力で移動することができ
ない

※ ０・１歳児クラスは除く ※ ０・１歳児クラスは除く

聴
覚

□ ①特に問題なし □ ②配慮が必要

視
覚

□ ①特に問題なし □
②弱視または視野狭窄がある
が、日常生活に特に支障はな
い

□
③戸外では全面的な介助が
必要

□
④全盲か、全盲に近い状態
で、生活全般において介助が
必要

内
部
疾
患

等 □ ①特に問題なし □ ②運動等の活動制限がある □
③転倒させられない等、日常
生活上の活動制限がある

て
ん
か

ん □ ①ない □
②既往があるが生活に支障は
ない

□
③発作が起こる可能性があ
り、注意して見守りが必要

□
④発作が頻繁にあり、意識を
失い転倒の危険性がある。常
時見守りが必要

□
①年齢相応に座位がとれ、首
のすわりがある

□
②年齢相応の座位が取れず、
首のすわりが不安定で一部見
守りが必要

□
③年齢相応の座位が取れず、
首のすわりが不安定で常時見
守りが必要

□
①スプーン、フォーク等を使い
自分で食べる

□
②スプーンか手づかみで自分
で食べる

□
④意欲はあるが、ほぼ全介助
が必要である

□
⑤食事への意欲、関心がな
く、自分で食べようとしない

□
③部分的な介助があれば何と
か自分で食べる

□
①時間はかかるが自分で全部
できる

□
②見守り、または一部介助が
あれば自分でできる

□
④意欲は見られず、全介助で
脱いだり着たりする

□
③自分でしようとする意欲があ
るが、ほぼ全介助である

□
①自分で行きたいときにトイレ
に行き排泄する

□
②予告するが失敗する時もあ
る

□
④オムツに排泄しても知らせ
ない

□
③オムツを使用していて、予告は
しないが、排泄があったことを知ら
せる

□ ①相手の話を理解できる □
②月齢相応の会話は難しいが、
簡単な日常の話を理解できる

□
④月齢相応の会話は難しいが、
制止、禁止等の指示を理解できる □

⑤言葉の理解がなく、制止、
禁止等の指示が入らない

□
③言葉のかけ方あるいは絵カード
等で工夫すれば指示を理解でき
る

□
①自分の思っていることを話
せる

□
②口ごもったりするが、思って
いることを何とか話せる

□
④ほとんど言葉は出ないが身振
り、手振りで何とか表現できる

□
⑤話せず、身振り、手振りでも
気持ちを伝えられない

□
③簡単な言葉で自分の要求を
表現できる

※ ０・１歳児クラスは除く ※ ０・１歳児クラスは除く

□ ①友だちとの関係が作れる □
②友だちに関心を示し関わろ
うとする

□
④人への関心が薄く関わろう
としない

□
⑤人への関心が全くなく、大人
との関係が作れない

□
③友だちとは関わろうとしない
が、大人との関係は作れる

□
①他児と一緒に年齢相応の遊
びができる

□
②部分的な介助があれば他
児と一緒に遊ぶ

□
④集団活動に関心を示さず、
ひとり遊びが多い

□
③大人と一緒に集団活動に参
加する

※ ０・１歳児クラスは除く

※

※

手帳での判断でなく児童意見書（保育所、療育機関が記載）の内容でセンター長が判断する基準

表
現

備　考

（別表２－１）障害児に対する加配区分基準表

 保育士
　　加配

障害

上
肢

下
肢

B （児童２名に対して保育士・
教諭１名加配相当）

非該当
C （児童３名に対して保育士・

教諭１名加配相当）

身
体
状
況

※　２歳未満のみ

着
替
え

※　２歳未満のみ

食
事

首
の
す
わ
り

（
２
歳

未
満
の
み

）

別表２－１及び別表２－２それぞれで適用項目による加配区分を確認したのち、重い加配区分を適用する。

発
達
の
状
況

生
活

（
0
・
1
歳
児
ク
ラ
ス
を
除
く

）

下線が引いてある項目については、１項目該当すれば、それぞれB（２：１相当）またはA（１：１相当）で加配を適用する。

下線を引いていない項目については、C（３：１相当）加配の場合はC以上が１つ以上、B（２：１相当）加配の場合はB以上が３つ以上、A
（１：１相当）加配の場合はAが２つ以上該当すれば、それぞれその区分を適用する。

※

遊
び

対
人
関
係

排
泄

理
解

A （児童１名に対して保育士・
教諭１名加配相当）



（別表２－２）障害児に対する加配区分基準表

手帳での判断でなく児童意見書（保育所、療育機関が記載）の内容でセンター長が判断する基準

□ ①ほとんどない □ ②声かけが必要 □
③手をつなぐ等の身
体的な接触による制
止が必要

□

□ ①ほとんどない □ ②声かけが必要 □
③手をつなぐ等の身
体的な接触による制
止が必要

□
④他害行為の危険が
あり、常時付き添いが
必要

□ ①ほとんどない □ ②声かけが必要 □
③手をつなぐ等の身
体的な接触による制
止が必要

□

□ ①ほとんどない □
②特定の行動を繰り
返すが、日常生活に
は支障がない

□
③特定の行動を繰り
返し、日常生活に支
障がある

□

□ ①ほとんどない □ ②声かけが必要 □
③手をつなぐ等の身
体的な接触による制
止が必要

□

□ ①ほとんどない □ ②声かけが必要 □
③手をつなぐ等の身
体的な接触による制
止が必要

□
④危険があり、常時
付き添いが必要

危険を伴う突発的な行動

備考

※　C（３：１相当）加配の場合はC以上が１つ以上、B（２：１相当）加配の場合はBが２つ以上、A（１：１相当）加配の場合はAが１つ以上該当すれば、それぞれその区分を適用する。

※　別表２－１及び別表２－２それぞれで適用項目による加配区分を確認したのち、別表２－１と別表２－２を比較し、重い加配区分を適用する。

※　B（２：１相当）加配の項目にBが４つ以上該当すれば、A（１：１相当）加配とする。

B　（2:1相当） A　（1:1相当）

動き回って落ち着かない

他者を傷つける・物を壊す

興奮やパニック

自分を傷つける

・関心が強い物や人（対象が明確でない場合も含む）を見つ
けたら突発的行動をしてしまう（例：突然走っていってしまう、
高いところにあがる、他者のものを許可なく手にする）

特定の行動を繰り返し
日常生活に支障がある

具体的内容

・特定の行為を反復する。（例：自分がくるくる回る、ぴょん
ぴょん飛ぶ、手を洗い続ける）
・特定のものに興味を示す。
・常同行為によって次の場面（日課等）に気持ちを切り替える
ことが難しい。もしくは時間がかかる。

・予定や手続き、日頃から慣れている支援者や状況がかわる
ことが受け入れられず、突然大声を出したり、興奮する等の
パニックや、情緒が不安定になる。不安、恐怖、焦燥等にから
れて衝動的な行動になる。

・特定の物や人（対象が明確でない場合を含む。）に興味関
心が強く、思うとおりにならないと多動になったり、その対象に
すぐさわろうとする。
・うろうろする。席に座っていられない。

・他者を叩く、髪の毛を引っ張る、蹴る等、他者を傷つける行為があ
る。
・物を壊したり、投げたりする。（例：壁を壊す、ガラスを割る、遊具を
投げる）
・他者を傷つける行為をとるが、環境上の工夫等があるため、傷つ
いていない場合を含む。

・自らを叩いたり、傷つける行為。（例：頭を叩く、手を噛む、爪
を剥ぐ）
・自分の体を傷つける行為をとるが、環境上の工夫があるた
め、傷ついてない場合も含む。

項目
頻度と加配基準

非該当 C　（3:1相当）


